
 

堺 上 下 企 第 9 8 3 号 
令 和 7 年 9 月 5 日 

堺市堺区自治連合協議会 
校 区 代 表 者 様 

堺 市 上 下 水 道 局 
経 営 企 画 室 

 

大規模地震発生時の水道水の復旧等について 

 

平素は本市上下水道事業へのご理解、ご協力を賜りましてありがとうございます。 

大規模地震によって発生する上下水道設備の被害想定やそれに伴う水道水の復旧等についてご説明させ

ていただきます。 

説明には、別紙 1、2 を使用させていただきますので、ご参照ください。 

 

説明資料  別紙 1 大規模災害時における水道水の復旧等について 

        別紙 2 上下水道局情報誌（すいちゃんからのおたより R6 年 10 月） 

 

（問合せ先）堺市 上下水道局 経営企画室 危機管理・広報広聴グループ 

（担当 大前） 

         〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町 1 丁番 39 番地 2 

         TEL（072）250－9208（直通） 

         FAX（072）250－6600 



別紙1 大規模災害時における水道水の復旧等について

大規模災害時における被害想定

【上町断層帯地震】

【水道被害想定】
・市内全域が断水状態
（発災数時間程度で）

【下水道被害想定】
管路被害：約830km
施設被害：一部機能の損傷

【南海トラフ巨大地震】

【水道被害想定】
・一部で断水状態
・にごりの発生

【下水道被害想定】
管路被害：約690km
施設被害：一部揚水機能等の停止

大規模災害時における災害対策について

市内全域で断水状態となった場合は、以下の流れで復旧を行うことを想定しています。
【0～3日目】
堺市上下水道局が所有している給水車7台を使用し、急性期医療に特化した医療病院に
優先的に運搬給水を行います。
※ 災害時給水栓設置後、水が出る可能性がありますが、災害時給水栓に至るまでの水

道管の損傷有無や水質の確認ができるまでは、飲料用水として使用しないでください。

【4～7日目】
他都市からの応援により給水車が増加するため、各指定避難所への運搬給水が開始される
ます。

【8日目以降】
大阪広域水道企業団からの送水が再開され、重要給水施設につながる水道管（優先耐震
化路線：左図の赤色部）を優先的に復旧していきます。
※災害時給水栓から出る水が飲料用水として使用できる流れは以下のとおりです。

①水道管の安全を確認
②水道管で水質検査実施
③災害時給水栓で水質検査実施
④水質検査の結果が良好であれば飲料用水として使用可能となる

【25～30日目】
優先耐震化路線を復旧した後、各家庭等につながる市内の水道管を順次復旧していきます。

★災害時に備えて1人1日3㍑の飲料用水の備蓄を最低3日分お願いします。








